
選
良
を
誕
生
さ
せ
る
最
適
の
手
段
（
２
０
１
６
・
６
・
７
） 

  

個
別
に
例
示
は
し
な
い
が
、
国
会
議
員
の
不
倫
行
動
、
地
方
議
会
議
員
の
職
業
倫
理
欠
如
、
地
方
公
共
団
体
首
長
の
異
常

な
金
銭
感
覚
な
ど
、
最
近
は
愕
然
と
す
る
よ
う
な
事
件
が
次
々
と
発
生
し
て
い
る
。
選
良
と
い
う
言
葉
は
死
語
に
な
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
を
選
挙
で
選
出
し
た
国
民
の
責
任
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
本
特
有
の
原
因
は
、

議
員
や
首
長
が
報
酬
の
側
面
で
美
味
し
い
職
業
と
い
う
背
景
が
あ
る
。 

 

制
度
の
相
違
や
為
替
の
変
動
の
た
め
正
確
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
国
会
議
員
の
歳
費
は
日
本
が
二
二
〇
〇
万
円
、
ア
メ

リ
カ
が
一
七
〇
〇
万
円
、
カ
ナ
ダ
が
一
二
六
〇
万
円
、
ド
イ
ツ
が
一
一
三
〇
万
円
、
イ
ギ
リ
ス
が
九
七
〇
万
円
で
あ
る
。
地

方
議
会
議
員
の
報
酬
の
平
均
も
日
本
が
八
六
七
万
円
、
イ
ギ
リ
ス
が
七
四
万
円
、
ア
メ
リ
カ
が
六
五
万
円
、
ド
イ
ツ
が
五
〇

万
円
で
、
日
本
が
際
立
っ
て
い
る
。
国
会
議
員
に
当
選
直
後
、
こ
れ
で
高
級
料
亭
で
食
事
が
出
来
る
と
発
言
し
た
若
者
が
現

状
を
象
徴
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
状
態
を
国
民
が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
を
明
示
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
あ
る
。
一
般
社
団
法
人
中
央

調
査
社
が
数
年
間
隔
で
実
施
し
て
い
る
も
の
で
、
日
本
の
国
会
議
員
、
官
僚
、
裁
判
官
、
報
道
機
関
関
係
者
、
銀
行
員
、
大

企
業
社
員
、
医
療
機
関
従
事
者
、
警
察
官
、
自
衛
隊
員
、
教
師
と
い
う
一
〇
種
の
職
業
に
つ
い
て
信
頼
で
き
る
程
度
を
、
全

国
の
二
〇
歳
以
上
の
男
女
一
二
〇
〇
人
に
個
別
に
面
接
し
た
調
査
で
あ
り
、
昨
年
九
月
に
実
施
し
た
結
果
が
最
近
発
表
さ
れ

て
い
る
。 

 

信
頼
で
き
な
い
割
合
の
上
位
か
ら
列
挙
す
る
と
、
国
会
議
員
（
四
九
％
）
、
官
僚
（
四
三
％
）
、
報
道
機
関
関
係
者
（
三
八
％
）

で
、
信
頼
で
き
る
割
合
の
上
位
は
、
自
衛
隊
員
（
五
六
％
）
、
医
療
機
関
従
事
者
（
五
三
％
）
、
銀
行
員
（
四
五
％
）
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
信
頼
さ
れ
る
よ
う
努
力
し
て
ほ
し
い
と
指
摘
さ
れ
た
順
番
で
は
、
国
会
議
員
（
六
六
％
）
が
桁
違
い
で
、
二

位
以
下
は
官
僚
（
六
％
）
、
警
察
官
（
六
％
）
、
報
道
機
関
関
係
者
（
六
％
）
と
大
差
で
、
国
民
の
国
会
議
員
へ
の
評
価
を
明

示
し
て
い
る
。 

 

過
去
八
回
の
調
査
の
数
字
の
推
移
を
比
較
し
て
も
、
国
会
議
員
と
官
僚
が
信
頼
さ
れ
な
い
職
業
の
双
璧
と
な
っ
て
い
る
し
、

信
頼
回
復
に
努
力
し
て
ほ
し
い
と
い
う
比
率
で
は
、
国
会
議
員
は
最
初
の
二
〇
〇
〇
年
の
調
査
の
四
四
％
か
ら
増
加
の
一
途

で
、
昨
年
に
は
前
述
の
よ
う
に
六
六
％
に
到
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
人
口
あ
た
り
国
会
議
員
の
人
数
が
多
数
で
あ
る
た
め
、

人
材
不
足
に
な
っ
て
い
る
影
響
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
世
界
八
〇
カ
国
を
比
較
す
る
と
、
日
本
は
高
率
の
順
位
で
一
五
位

で
あ
る
。 

 

自
国
の
将
来
を
決
定
す
る
立
場
に
あ
る
国
会
議
員
を
信
頼
で
き
な
い
と
い
う
残
念
な
状
況
を
改
革
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

方
法
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
第
一
は
美
味
し
い
職
業
で
は
な
く
す
こ
と
で
あ
る
。
地
方
議
会
議
員
で
は
、
一
定
の
報
酬
は

な
く
、
日
当
に
出
席
日
数
を
掛
算
し
た
金
額
を
支
給
す
る
だ
け
と
い
う
制
度
を
採
用
し
て
い
る
国
家
は
北
欧
な
ど
に
多
数
あ

る
。
そ
れ
を
参
考
に
、
日
当
だ
け
で
も
、
国
家
や
地
域
に
貢
献
し
た
い
意
欲
の
あ
る
人
間
が
選
抜
さ
れ
る
制
度
を
実
現
す
る

こ
と
で
あ
る
。 

 

第
二
は
情
報
公
開
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
最
近
、
議
員
や
首
長
の
問
題
を
暴
露
し
て
い
る
大
半
は
雑
誌
で
あ
り
、

放
送
や
新
聞
は
後
追
い
で
し
か
な
い
場
合
が
多
数
あ
る
。
報
道
機
関
の
追
求
の
努
力
も
必
要
で
あ
る
が
、
黒
塗
り
の
文
書
し

か
公
開
さ
れ
な
い
現
状
を
変
革
し
て
情
報
公
開
が
進
展
す
れ
ば
、
そ
の
情
報
に
よ
り
国
民
の
意
識
も
変
化
す
る
は
ず
で
あ
る
。

上
述
の
調
査
で
、
情
報
公
開
が
十
分
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
機
関
は
官
庁
（
四
六
％
）
、
国
会
（
四
五
％
）、
警
察
（
二

三
％
）
で
あ
る
。 

 

最
後
に
国
民
が
議
員
の
行
動
に
関
心
を
も
ち
注
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
部
の
地
域
で
は
、
市
民
団
体
が
議
員
の
出
席
回

数
や
質
問
回
数
、
さ
ら
に
は
党
派
の
議
員
立
法
の
回
数
な
ど
を
公
表
し
て
い
る
事
例
も
あ
る
し
、
住
民
が
地
方
議
会
の
廃
止

を
提
案
し
て
い
る
地
域
も
出
現
し
て
い
る
。
数
年
に
一
回
の
選
挙
の
と
き
に
の
み
関
心
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
選
出
さ
れ
た

議
員
の
行
動
を
常
時
確
認
す
る
こ
と
が
、
本
物
の
選
良
を
誕
生
さ
せ
る
最
適
最
短
の
手
段
で
あ
る
。 


